
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報配信センタが車両用経路案内装置からのリクエストに応答して作成した現在位置から
目的地までの経路案内情報を前記車両用経路案内装置に送信し、その経路案内情報を利用
して車両用経路案内装置で経路案内を行う経路案内システムにおいて、
前記情報配信センタは、
前記現在位置から目的地までの経路を探索する探索手段と、
前記探索された経路の所定道路長分の経路案内情報を作成する際に、先の経路案内情報の
案内経路の終端が有料道路である時、その終端位置からその先にある有料道路の回避位置
までの予備経路の予備経路案内情報を作成する予備経路案内情報作成手段と、
前記予備経路案内情報作成手段にて作成された予備経路案内情報に対して前記所定道路長
から前記予備経路を除く残りの残余経路の残余経路案内情報を作成する残余経路案内情報
作成手段と、
前記予備経路案内情報を前記車両用経路案内装置へ送信した後、前記残余経路案内情報を
前記車両用経路案内装置へ送信する送信手段と
を備え、
前記車両用経路案内装置は、
前記情報配信センタとの通信が切れ、前記終端位置から先を経路案内する時、前記先に受
信した予備経路案内情報を利用して前記終端位置からその先にある有料道路の回避位置ま
での経路を案内する経路案内手段を備えたことを特徴とする経路案内システム。
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【請求項２】
請求項１に記載の経路案内システムにおいて、
前記車両用経路案内装置は、
道路データを記憶した道路データ記憶手段と、
前記道路データ記憶手段の道路データを利用して目的地までの経路を探索する経路探索手
段と、
前記経路探索手段で探索した経路を案内するための経路案内情報を作成する経路案内情報
作成手段と
を備えたことを特徴とする経路案内システム。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の経路案内システムにおいて、
前記その先にある有料道路の回避位置は、前記終端位置からその先の最も近い位置ある回
避位置であることを特徴とする経路案内システム。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１つに記載の経路案内システムにおいて、
前記有料道路の回避位置は、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアの少
なくともいずれか１つであることを特徴とする経路案内システム。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１に記載の経路案内システムにおいて、
前記有料道路は、高速道路であることを特徴とする経路案内システム。
【請求項６】
その時々に車両用経路案内装置から現在位置の情報、目的地の情報を受信し、現在位置か
ら目的地までの経路案内を行うための所定道路長分の経路案内情報を作成し前記車両用経
路案内装置に送信する情報配信センタにおいて、
前記現在位置から目的地までの経路を探索する探索手段と、
前記探索された経路の所定道路長分の経路案内情報を作成する際に、先の経路案内情報の
案内経路の終端が有料道路である時、その終端位置からその先にある有料道路の回避位置
までの予備経路の予備経路案内情報を作成する予備経路案内情報作成手段と、
前記予備経路案内情報作成手段にて作成された予備経路案内情報に対して前記所定道路長
から前記予備経路を除く残りの残余経路の残余経路案内情報を作成する残余経路案内情報
作成手段と、
前記予備経路案内情報を前記車両用経路案内装置へ送信した後、前記残余経路案内情報を
前記車両用経路案内装置へ送信する送信手段と
を備えたことを特徴とする情報配信センタ。
【請求項７】
請求項６に記載の情報配信センタにおいて、
前記その先にある有料道路の回避位置は、前記終端位置からその先の最も近い位置ある回
避位置であることを特徴とする情報配信センタ。
【請求項８】
請求項６又は７に記載の情報配信センタにおいて、
前記有料道路の回避位置は、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアの少
なくともいずれか１つであることを特徴とする情報配信センタ。
【請求項９】
請求項６～８のいずれか１に記載の経路案内システムにおいて、
前記有料道路は、高速道路であることを特徴とする情報配信センタ。
【請求項１０】
その時々で所定道路長分の経路案内情報を情報配信センタから受信し、その時々の送信道
路長分の経路案内情報を利用して目的地までの経路案内を行う車両用経路案内装置におい
て、
前記情報配信センタから、所定道路長分の経路案内情報を作成する際に、先の経路案内情
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報の案内経路の終端が有料道路である時に作成されるその終端位置からその先にある、有
料道路の回避位置までの予備経路の予備経路案内情報と、その予備経路案内情報に対して
前記所定道路長から前記予備経路を除く残りの残余経路の残余経路案内情報とを受信して
、その経路案内情報及び予備経路案内情報を記憶する経路案内情報記憶手段と、
前記情報配信センタとの通信が切れ、前記終端位置から先を経路案内する時、前記先に受
信した予備経路案内情報を利用して前記終端位置からその先にある有料道路の回避位置ま
での経路を案内する経路案内手段を備えたことを特徴とする車両用経路案内装置。
【請求項１１】
請求項６に記載の車両用経路案内装置において、
車両用経路案内装置は、道路データを記憶した道路データ記憶手段と、
前記記憶手段の道路データを利用して目的地までの経路を探索する経路探索手段と、
前記経路探索手段で探索した経路を案内するための経路案内情報を作成する経路案内情報
作成手段と
を備えたことを特徴とする車両用経路案内装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は目的地まで経路を案内するための経路案内システム、情報配信センタ及び車両用
経路案内装置に係り、詳しくは道路データを保有する情報配信センタと同じく道路データ
を保有する車両用経路案内装置とが通信を行いながら車両用経路案内装置において目的地
までの経路を案内表示させる経路案内システム、情報配信センタ及び車両用経路案内装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の経路案内システムにおいてはカーナビゲーションシステムが知られている
。例えば特開２００１－１４７１３２号公報に示すカーナビゲーションシステムは、車載
装置から情報配信センタに対して現在位置、目的地等を送信する。情報配信センタはその
受信データに基づいてセンタに備えたデータベースから最新の道路情報等を読出しその最
新の道路情報等に基づいて経路探索、案内データ抽出が行われ、その経路・案内データを
車載装置に送信する。そして、車載装置では、受信した経路・案内データに基づいて経路
案内が行われる。
【０００３】
詳述すると、車載装置は、予め定めた距離の位置に到達する毎に、次の新たな経路・案内
データを情報配信センタから取得するためにリクエストを送信する。一方、情報配信セン
タは、そのリクエストを受信する毎に、新たな経路案内のための経路探索を行い予め定め
た道路長の経路・案内データを作成し車載装置に送信する。このように、車載装置は、情
報配信センタからその時々の経路・案内情報を取得しながら目的地までの経路案内を行う
。
【０００４】
この種のナビゲーションシステムにおいては、情報配信センタはデータベースから最新の
道路情報等を読出しその最新の道路情報等に基づいて経路探索し、経路・案内情報の抽出
を行うことから、新しく道路ができた場合でもその新しい道路を表示し経路案内をするこ
とができる点で優れている。
【０００５】
又、上記カーナビゲーションにおいて、何らかの原因で情報配信センタと車載装置との間
の通信が切れると、車載装置は情報配信センタに対して次の新たな道路長分の経路・案内
情報を取得するためのリクエストを送信することができなくなり、次の新たな経路・案内
情報を情報配信センタから取得することはできなくなる。
【０００６】
そこで、このような場合には、自身に地図データ・道路データ等を記録したＤＶＤやＣＤ
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ＲＯＭ等の記録媒体を備えた車載装置では、その記録媒体に記憶した地図データ・道路デ
ータ等を使って経路探索を行い表示画面に経路案内表示させるようにしている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、一般に、車載装置に装備された記録媒体は、高速道路が新たに延長されたり、
既存の高速道路に新たな高速道路が繋がった時、その新設の高速道路のデータが記録され
ていない。従って、その新設の高速道路を走行中又は新設の高速道路に向かって走行して
いるときに、何らかの原因で情報配信センタと車載装置との間の通信が切れて情報配信セ
ンタから経路案内情報を取得できなくなると、車載装置は前記記録媒体の道路データ等を
使ってマップマッチングするとともに経路探索して経路案内情報を作成する。すると、そ
の新設の高速道路を走行しているにもかかわらず、車載装置は、その新設の高速道路以外
の記録媒体に記録された直近の一般道路上に車両現在位置を表示するとともに、その現在
位置を表示した地点から経路案内を行うことになる。
【０００８】
つまり、車載装置は、車両が走行できない地点から経路案内が行われるといった不適切な
経路案内がなされる。
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、新設の高速
道路又は有料道路等を走行しているとき、何らかの原因で車両用経路案内装置と情報配信
センタとの間で通信が切れても、不適切な経路案内表示を回避し適切な経路案内表示を維
持することができる経路案内システムを提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載の発明は、情報配信センタが車両用経路案内装置からのリクエストに応答
して作成した目的地までの経路案内情報を前記車両用経路案内装置に送信し、その経路案
内情報に利用して車両用経路案内装置で経路案内を行う経路案内システムにおいて、前記
情報配信センタは、前記現在位置から目的地までの経路を探索する探索手段と、前記探索
された経路の所定道路長分の経路案内情報を作成する際に、先の経路案内情報の案内経路
の終端が有料道路である時、その終端位置からその先にある有料道路の回避位置までの予
備経路の予備経路案内情報を作成する予備経路案内情報作成手段と、前記予備経路案内情
報作成手段にて作成された予備経路案内情報に対して前記所定道路長から前記予備経路を
除く残りの残余経路の残余経路案内情報を作成する残余経路案内情報作成手段と、前記予
備経路案内情報を前記車両用経路案内装置へ送信した後、前記残余経路案内情報を前記車
両用経路案内装置へ送信する送信手段とを備え、前記車両用経路案内装置は、前記情報配
信センタとの通信が切れ、前記終端位置から先を経路案内する時、前記先に受信した予備
経路案内情報を利用して前記終端位置からその先にある有料道路の回避位置までの経路を
案内する経路案内手段を備えたことをその要旨とする。
【００１０】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の経路案内システムにおいて、前記車両用経路
案内装置は、道路データを記憶した道路データ記憶手段と、前記道路データ記憶手段の道
路データを利用して目的地までの経路を探索する経路探索手段と、前記経路探索手段で探
索した経路を案内するための経路案内情報を作成する経路案内情報作成手段とを備えたこ
とをその要旨とする。
【００１１】
請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の経路案内システムにおいて、前記その
先にある有料道路の回避位置は、前記終端位置からその先の最も近い位置ある回避位置で
あることをその要旨とする。
【００１２】
請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１つに記載の経路案内システムにおい
て、前記有料道路の回避位置は、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリア
の少なくともいずれか１つであることをその要旨とする。
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【００１３】
請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか１に記載の経路案内システムにおいて
、前記有料道路は、高速道路であることをその要旨とする。
請求項６に記載の発明は、その時々に車両用経路案内装置から現在位置の情報、目的地の
情報、所定道路長の情報からなる送信要求を受信し、目的地までの経路案内を行うための
所定道路長分の経路案内情報を作成し前記車両用経路案内装置に送信する情報配信センタ
において、前記現在位置から目的地までの経路を探索する探索手段と、前記探索された経
路の所定道路長分の経路案内情報を作成する際に、先の経路案内情報の案内経路の終端が
有料道路である時、その終端位置からその先にある有料道路の回避位置までの予備経路の
予備経路案内情報を作成する予備経路案内情報作成手段と、前記予備経路案内情報作成手
段にて作成された予備経路案内情報に対して前記所定道路長から前記予備経路を除く残り
の残余経路の残余経路案内情報を作成する残余経路案内情報作成手段と、前記予備経路案
内情報を前記車両用経路案内装置へ送信した後、前記残余経路案内情報を前記車両用経路
案内装置へ送信する送信手段とを備えたことをその要旨とする。
【００１４】
請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の情報配信センタにおいて、前記その先にある
有料道路の回避位置は、前記終端位置からその先の最も近い位置ある回避位置であること
をその要旨とする。
【００１５】
請求項８に記載の発明は、請求項６又は７に記載の情報配信センタにおいて、前記有料道
路の回避位置は、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアの少なくともい
ずれか１つであることをその要旨とする。
【００１６】
請求項９に記載の発明は、請求項６～８のいずれか１に記載の経路案内システムにおいて
、前記有料道路は、高速道路であることをその要旨とする。
請求項１０に記載の発明は、その時々で所定道路長分の経路案内情報を情報配信センタか
ら受信し、その時々の送信道路長分の経路案内情報に利用して目的地までの経路案内を行
う車両用経路案内装置において、前記情報配信センタから、所定道路長分の経路案内情報
を作成する際に、先の経路案内情報の案内経路の終端が有料道路である時に作成されるそ
の終端位置からその先にある、有料道路の回避位置までの予備経路の予備経路案内情報と
、その予備経路案内情報に対して前記所定道路長から前記予備経路を除く残りの残余経路
の残余経路案内情報とを受信して、その経路案内情報及び予備経路案内情報を記憶する経
路案内情報記憶手段と、前記情報配信センタとの通信が切れ、前記終端位置から先を経路
案内する時、前記先に受信した予備経路案内情報を利用して前記終端位置からその先にあ
る有料道路の回避位置までの経路を案内する経路案内手段を備えたことをその要旨とする
。
【００１７】
請求項１１に記載の発明は、請求項６に記載の車両用経路案内装置において、車両用経路
案内装置は、道路データを記憶した道路データ記憶手段と、前記記憶手段の道路データを
利用して目的地までの経路を探索する経路探索手段と、前記経路探索手段で探索した経路
を案内するための経路案内情報を作成する経路案内情報作成手段とを備えたことその要旨
とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の経路案内システムを通信型カーナビゲーションシステムに具体化した一実
施形態を図１～図６に従って説明する。図１は、本実施形態の通信型カーナビゲーション
システムの構成を示すシステム構成図である。
【００１９】
図１において、通信型カーナビゲーションシステムは、情報配信センタ（以下、単に情報
センタという）１と、自動車に搭載されたナビゲーション装置である車両用経路案内装置
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としての車載装置２とで構成されている。
【００２０】
情報センタ１は、送受信部１０、演算処理部２０、データベース３０及び外部情報収集部
４０を備えている。送受信部１０は、送信装置、受信装置を含む通信機器であって、車載
装置２との間でデータの送受信を行う。そして、送受信部１０は、例えば、自動車電話、
携帯電話、ＰＨＳ等の通信システムを利用することができるようになっている。
【００２１】
演算処理部２０は、探索手段、予備経路案内情報作成手段及び残余経路案内情報作成手段
を構成し、演算処理を行う中央処理装置（ＣＰＵ）２１、各種プログラムやデータを格納
するメモリ２２を備えている。メモリ２２は、経路探索プログラム２２ａ、道路長設定処
理プログラム２２ｂ、案内情報抽出プログラム２２ｃ、予備・残余経路作成プログラム２
２ｄ、システム制御プログラム２２ｅ等、情報センタ１で実行される各種のプログラムが
格納されている。又、メモリ２２には、それらのプログラムの実行に使用されるワーキン
グエリアも確保されている。
【００２２】
因みに、経路探索プログラム２２ａは、車両の現在位置（ナビゲーションの開始位置或い
は出発位置）から目的地（ナビゲーションの終了位置）までの経路探索をするためにＣＰ
Ｕ２１が実行するプログラムである。道路長設定処理プログラム２２ｂは、車載装置２か
ら送信される送信道路長の情報に基づいて車両側に一回のリクエストで送信する経路案内
する範囲（送信道路長）を設定するためにＣＰＵ２１が実行するプログラムである。又、
道路長設定処理プログラム２２ｂは、先に作成した経路・案内情報の案内経路の終端が高
速道路の場合、新たなリクエストに応じて前記送信道路長より遥かに短い道路長である回
避地点としてのインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアまで経路（予備
経路）分の経路案内する範囲を設定するとともに、前記送信道路長から予備経路分を除い
てた残りの経路（残余経路）の残余経路案内する範囲を設定するようになっている。
【００２３】
案内情報抽出プログラム２２ｃは、前記道路長設定処理プログラム２２ｂによって設定さ
れた道路長に対応する経路・案内情報を検索して抽出し編集するためにＣＰＵ２１が実行
するプログラムである。
【００２４】
予備・残余経路作成プログラム２２ｄは、リクエストに応じて作成される送信道路長分の
経路・案内情報の案内経路の終端が有料道路である時、その終端位置からその先の該有料
道路の最も近い位置のインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアまでの経
路探索（予備経路探索）とその送信道路長から予備経路を除いて残った経路（残余経路）
の探索（残余経路探索）及び、その探索した予備経路の案内情報（予備経路・案内情報）
と残余経路の案内情報（残余経路・案内情報）を検索して抽出し編集するためにＣＰＵ２
１が実行するプログラムである。システム制御プログラム２２ｅは、全体の動作を制御管
理するためにＣＰＵ２１が実行するプログラムである。
【００２５】
前記データベース３０は、目的地までの経路を探索するための道路ネットワークデータ等
の経路探索用データ３０ａ、経路案内のデータを集積した案内用データ３０ｂ、目的地を
設定する電話番号や住所とこれら電話番号や住所に対応する位置などの目的地設定用デー
タ３０ｃ等の経路探索及び経路案内に必要なデータを格納している。尚、前記経路探索用
データ３０ａは、交差点に関するデータ、道路に関するデータ、ノード点に関するデータ
等を含んだ道路ネットワークデータである。又、案内用データ３０ｂには、各交差点や道
路の地図データ、主要なランドマークデータ、音声案内データ等の各種案内データが含ま
れる。
【００２６】
前記データベース３０は、外部情報収集部４０と接続されている。外部情報収集部４０は
、渋滞情報、事故情報、道路工事、交通規制、道路や施設の新設、通信不能又は不能地域
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（エリア）の変更等、最新の道路・交通情報や通信情報を電話回線等を利用して収集し、
データベース３０に格納されたデータを随時更新するためのものである。尚、渋滞情報、
事故情報、道路工事情報、交通規制情報、道路や施設の新設情報等は、それら発生位置及
び発生日時等が収集される。例えば、渋滞情報については、渋滞発生位置及びその発生日
時等が収集される。その他、事故情報等においても同様である。
【００２７】
次に、車載装置２について説明する。車載装置２は、送受信部５１、位置計測部５２、経
路案内手段を構成する演算処理部５３、メモリ５４、入力部５５、表示部５６、スピーカ
よりなる音声出力部５７及び道路データ記憶手段としての外部記憶装置５８を備えている
。
【００２８】
送受信部５１は、送信装置、受信装置を含む通信機器であって、情報センタ１との間でデ
ータの送受信を行う。そして、送受信部５１は前記情報センタ１の送受信部１０と同様に
、自動車電話、携帯電話、ＰＨＳ等の通信システムを利用することができるようになって
いる。
【００２９】
前記位置計測部５２は、いわゆるＧＰＳ等を利用して車両の位置を計測するものであって
、複数のＧＰＳ衛星からの信号を受信して車両の絶対位置を計測するＧＰＳ受信機、車両
の相対位置を計測するための速度センサや方位センサ等を備えている。そして、速度セン
サや方位センサは、自律航法に使用される。それらセンサによって、計測される相対位置
は、ＧＰＳ受信機がＧＰＳ衛星からの電波を受信できないトンネル内等において位置を取
得したり、ＧＰＳ受信機によって、計測された絶対位置の測位誤差を補正する等に利用さ
れる。
【００３０】
演算処理部５３は、ＣＰＵを中心に構成され、メモリ５４に格納された各種のプログラム
に従って各種の演算処理を実行する。
メモリ５４は、プログラム格納領域５４ａを有し、そのプログラム格納領域５４ａには経
路案内プログラム６１、データリクエストプログラム６２、制御プログラム６３、予備経
路リクエストプログラム６４、経路探索プログラム６５、案内情報抽出プログラム６６等
が格納されている。尚、経路案内プログラム６１は、情報センタ１から送信される経路・
案内情報に基づいて（経路・案内情報を利用して）、経路やランドマークを表示部５６に
表示したり、経路案内の音声を音声出力部５７から出力させるために演算処理部５３が実
行するプログラムである。データリクエストプログラム６２は、車両現在位置と受信した
経路・案内情報を比較して次の経路案内に対する経路・案内情報を要求するために演算処
理部５３が実行するプログラムである。制御プログラム６３は、車載装置全体の動作を制
御するために演算処理部５３が実行するプログラムである。
【００３１】
予備経路リクエストプログラム６４は、車両現在位置と受信した経路・案内情報を比較し
て次のインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアまでの経路（予備経路）
に対する経路・案内情報（予備経路・案内情報）を要求するために演算処理部５３が実行
するプログラムである。
【００３２】
経路探索プログラム６５は、情報センタ１からの経路・案内情報（予備経路・案内情報も
含む）が受信できないとき、外部記憶装置５８に記憶された経路探索のための交差点に関
するデータ、道路に関するデータ、ノード点に関するデータ等を含んだ道路ネットワーク
データを使って目的地までの経路探索をするために演算処理部５３が実行するプログラム
である。
【００３３】
案内情報抽出プログラム６６は前記経路探索プログラム６５によって経路探索された経路
に対応する経路・案内情報を検索して抽出し編集するために演算処理部５３が実行するプ
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ログラムである。
【００３４】
又、メモリ５４は、経路案内情報記憶手段としてのデータ記憶領域５４ｂを有し、そのデ
ータ記憶領域５４ｂには前記各種プログラムを実行するに際して適宜利用されるワーキン
グエリアとしての機能する他に、情報センタ１から送信される経路・案内情報よりなる経
路案内データ７１、車両固有のＩＤデータ情報７２、前記位置計測部５２により計測され
る車両位置データ７３等が格納されている。
【００３５】
尚、経路案内データ７１は、経路・案内情報の他に、情報センタ１から送信される予備経
路・案内情報も含まれる。又、前記車両位置データ７３は、位置計測部５２によって所定
時間間隔で測定した現在位置情報の他に、過去の複数の位置情報も含まれる。例えば、一
定の距離に含まれる測定点の位置データ、又は、一定数の測定点の位置情報が記憶される
。新たに位置計測部５２で計測が行われると、その最新位置情報が記憶されるとともに、
最も古く記憶された位置情報は消去される。これら複数の位置情報を結ぶことで車両の走
行軌跡を得ることができる。この走行軌跡は、車両が走行している道路を特定するための
いわゆるマップマッチングに利用される。
【００３６】
入力部５５は、各種スイッチ、表示部５６の表示面に取り付けられたタッチパネル、リモ
コン機、音声認識を利用したデータ入力装置等が含まれる。タッチパネルでは、表示部５
６に表示されたアイコン等をタッチすることで対応する情報や命令が入力される。音声認
識を利用したデータ入力装置では、利用者が音声を発生することで対応する情報や命令が
入力される。
【００３７】
表示部５６は、液晶やＣＲＴ等によるディスプレイであって、前記したタッチパネルを備
えている。
外部記憶装置５８は、地図データ・道路データ等を記録したＤＶＤやＣＤＲＯＭ等の記録
媒体を有し、情報センタ１からの経路・案内データが受信できないとき、車載装置２側で
目的地までの経路を探索し、経路・案内情報を作成する場合に、その記録媒体に記録され
た地図データ・道路データ等が利用されるようになっている。
【００３８】
次に、上記のように構成した情報センタ１と車載装置２の作用について説明する。
［情報センタの動作］
最初に、情報センタ１の動作を図２のフローチャートに従って説明する。図２に示すフロ
ーチャートは、情報センタ１における経路探索・案内情報送信処理を示すフローチャート
である。
【００３９】
まず、車載装置２では、メモリ５４に格納された制御プログラム６３が演算処理部５３で
実行されている。この動作状態で、ユーザの入力操作に基づいてメモリ５４に格納されて
いるデータリクエストプログラム６２が実行されると、位置計測部５２で計測した車両現
在位置、目的地、探索条件（有料道路又は一般道路）、経路案内を必要とする道路長（送
信道路長）の各情報が送受信部５１から情報センタ１に対して送信される。この時、自車
と他車を識別するためにＩＤも同時に送信される。
【００４０】
すると、情報センタ１は、車両から受信した各情報を送受信部１０で受信し（ステップＳ
１１のＹＥＳ）、演算処理部２０に出力する。尚、情報センタ１と車載装置２との通信形
態は、パケット通信にて行う。
【００４１】
情報センタ１の演算処理部２０は、メモリ２２に格納されているシステム制御プログラム
２２ｅが実行されている。そして、前記車載装置２からの情報を受信することにより、メ
モリ２２に格納されている経路探索プログラム２２ａをＣＰＵ２１が実行し、経路探索を
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行う。すなわち、まず、受信した情報から車両現在位置、目的地、探索条件、送信道路長
等の各種情報を抽出し（ステップＳ１２）、その各情報から車両現在位置から目的地まで
の経路を探索する（ステップＳ１３）。
【００４２】
この経路探索は、前記データベース３０の経路探索用データ３０ａ、すなわち、交差点デ
ータ、道路データ、ノードデータを参照して行われる。この経路探索処理は公知であって
、例えば、特開平１－１７３２９７号公報、特開平１－１７３２９８号公報に開示された
方法で行われ、経路全体が最も短いものを最短経路とする等の条件で推奨経路を設定する
。
【００４３】
次に、情報センタ１の演算処理部２０のＣＰＵ２１は、メモリ２２に格納された案内情報
抽出プログラム２２ｃを実行し、データベース３０の案内データを参照して、前記道路長
設定プログラムで設定した送信道路長に相当する範囲の案内情報を検索して抽出する（ス
テップＳ１４）。抽出された経路・案内情報は経路案内データ２２ｆとしてメモリ２２に
一時格納される。そして、演算処理部２０のＣＰＵ２１は、経路案内データ２２ｆをリク
エストを行った車両のＩＤとともに送受信部１０から車載装置２に送信するようになって
いる（ステップＳ１５）。
【００４４】
尚、先に作成し送信した経路・案内情報の経路の終端が高速道路の場合、道路長設定処理
プログラム２２ｂにより送信道路長より遥かに短い道路長であるその終端から先の最も近
い位置あるインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアまで経路（予備経路
）を経路案内範囲として設定する。そして、ＣＰＵ２１は案内情報抽出プログラム２２ｃ
を実行し、データベース３０の案内データを参照して、その経路案内範囲に相当する範囲
の案内情報を検索して抽出する（ステップＳ１４）。続いて、抽出されたこの案内情報（
予備経路・案内情報）を経路案内データ２２ｆとしてメモリ２２に一時格納した後、演算
処理部２０のＣＰＵ２１は、経路案内データ２２ｆをリクエストを行った車両のＩＤとと
もに送受信部１０から車載装置２に送信するようになっている（ステップＳ１５）。
【００４５】
次に、道路長設定処理プログラム２２ｂにより前記送信道路長から予備経路分を除いてた
残りの残余経路の残余経路案内する範囲を設定される。そして、ＣＰＵ２１は案内情報抽
出プログラム２２ｃを実行し、データベース３０の案内データを参照して、その残余経路
案内範囲に相当する範囲の案内情報を検索して抽出する（ステップＳ１４）。続いて、抽
出された案内情報（残余経路・案内情報）を経路案内データ２２ｆとしてメモリ２２に一
時格納した後、演算処理部２０のＣＰＵ２１は、経路案内データ２２ｆをリクエストを行
った車両のＩＤとともに送受信部１０から車載装置２に送信するようになっている（ステ
ップＳ１５）。
【００４６】
従って、予備経路の予備経路・案内情報（経路案内データ２２ｆ）の送信は、経路が短い
ためデータ量が少ないことから、短時間に送信が完了する。反対に、予備経路を除く残り
の残余経路における残余経路・案内情報（経路案内データ２２ｆ）の送信は、予備経路に
比べて残余経路の方が長いためデータ量が多いことから、予備経路情報より時間を要して
送信が完了する。
【００４７】
尚、本実施形態では、車載側からリクエストを受信する毎に、情報センタ１において、車
両の現在位置から目的地までの経路が探索される。情報センタ１では、外部情報収集部４
０によって外部から道路情報や交通情報等を取得し、データベース３０が更新されるよう
になっている。このため、車両側からのリクエスト毎に経路探索が行われることにより、
渋滞個所、工事個所、事故個所等を避けたり、新設の道路を利用する等常に最新のデータ
に基づく推奨経路とその案内情報が車両側に提供される。
【００４８】
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［車載装置の動作］
次に、車載装置２の動作を図３及び図４のフローチャートに従って説明する。図３及び図
４に示すフローチャートは、車載装置２におけるリクエスト・経路案内処理を示すフロー
チャートである。
【００４９】
ステップＳ３１において、入力部５５の所定のスイッチを使用して目的地を設定し、続い
てステップＳ３２において、探索条件（一般道又は有料道路（高速道路）のいずれかの経
路を利用した経路探索）を設定する。尚、説明の便宜上、探索条件は有料道路（高速道路
も含む）を利用するものとする。そして、目的地及び探索条件が設定されると、車載装置
２の演算処理部５３は、ステップＳ３３において、情報センタ１を利用して目的地までの
経路・案内情報を取得するのか、車載装置２側で自身の経路探索プログラム６５を使って
目的地までの経路・案内情報を取得するのかを判断する。この判断は、事前に入力部５５
の所定のスイッチを使用して設定するようになっていて、本実施形態では、説明の便宜上
、情報センタ１を利用して目的地までの経路・案内データを取得するように設定されてい
るものとする。
【００５０】
従って、情報センタ１から経路・案内情報を取得するものとして（ステップＳ３３でＹＥ
Ｓ）、車載装置２の演算処理部５３は、ステップＳ３４に移り、目的地、探索条件、位置
計測部５２で計測した車両現在位置及び経路案内に必要とする道路長の各情報をＩＤとと
もに情報センタ１に送信する。続いて、演算処理部５３は、送信した目的地、車両現在位
置、探索条件、送信道路長等の各情報に基づいて前記情報センタ１が実行した探索結果を
同情報センタ１から受信する。詳述すると、まず、同情報センタ１から、まず送信道路長
に相当する範囲の探索結果が送信され、それを受信しメモリ５４のデータ記憶領域５４ｂ
に一時記憶させた後（ステップＳ３５）、案内情報受信処理を実行する（ステップＳ３６
）。
【００５１】
図５は、サブルーチンで構成される案内情報受信処理を示すフローチャートである。
図５において、演算処理部５３は、先に送信した経路・案内情報に基づく案内経路の終端
が高速道路である場合、情報センタ１に対してインターチェンジ（ＩＣ）、サービスエリ
ア（ＳＡ）又はパーキングエリア（ＰＡ）の地点情報を要求し（ステップＳ６１、ステッ
プＳ６２でＮＯ）、情報センタ１からインターチェンジ、サービスエリア又はパーキング
エリアまでの地点情報（予備経路・案内情報）を受信する。続いて、演算処理部５３は、
受信したインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアまでの予備経路・案内
情報を完全に受信したかどうか判断し完全に受信した時（ステップＳ６４でＹＥＳ）、予
備経路を除く残りの残余経路における残余経路案内情報を情報センタ１に対して要求する
（ステップＳ６６）。尚、完全に受信されなかったときには（ステップＳ６４でＮＯ）、
演算処理部５３は、通信が切れて予備経路・案内情報が取得できなかったとして、その旨
の警告を表示部５６に表示するようになっている（ステップＳ６５）。
【００５２】
そして、演算処理部５３は、残りの残余経路に相当する範囲の残余経路・案内情報を情報
センタ１に対して要求する（ステップＳ６６）。この場合、初期設定時なので、先の経路
・案内情報を取得していないので、直ちに送信道路長に相当する範囲の経路案内情報が情
報センタ１から送信される。車載装置２の演算処理部５３は、前記要求に対して情報セン
タ１から送信される送信道路長分に相当する範囲の経路案内情報を受信しデータ記憶領域
５４ｂに記憶する（ステップＳ６７）。続いて、車載装置２の演算処理部５３は、受信し
た経路・案内情報を完全に受信したかどうか判断する（ステップＳ６８）。つまり、情報
センタ１との通信が切れて上記した経路・案内情報が記憶されたかどうか判断する。そし
て、経路・案内情報がデータ記憶領域５４ｂに記憶された場合（ステップＳ６８でＹＥＳ
）、案内情報受信処理を終了しメインルーチンに戻る。
【００５３】
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ところで、通信が切れて送信道路長分に相当する範囲の経路・案内情報がデータ記憶領域
５４ｂに記憶されなかった場合（ステップＳ６８でＮＯ）、ステップＳ６７において受信
した経路・案内情報が記憶されなかったとして、その旨の警告を表示部５６に表示する。
続いて、車載装置２の演算処理部５３は、前記ステップＳ６３においてデータ記憶領域５
４ｂに予備経路・案内情報が記憶されている場合には、その予備経路・案内情報に基づく
経路案内表示を実行する必要があると判断し（ステップＳ７０）、案内情報受信処理を終
了し、メインルーチンに戻る。
【００５４】
一方、演算処理部５３は、先の経路・案内情報に基づく経路の終端が高速道路でない場合
、情報センタ１に対してインターチェンジ（ＩＣ）、サービスエリア（ＳＡ）又はパーキ
ングエリア（ＰＡ）の地点情報を要求せず（ステップＳ６１、ステップＳ６２でＹＥＳ、
ステップＳ６４でＹＥＳ）、送信道路長に相当する範囲の経路案内情報を情報センタ１に
対して要求する（ステップＳ６６）。この場合、初期設定時なので、先の経路・案内情報
を取得していないので、直ちに送信道路長に相当する範囲の経路案内情報を情報センタ１
に対して要求する。
【００５５】
そして、車載装置２の演算処理部５３は、前記要求に対して情報センタ１から送信道路長
に相当する範囲の経路・案内情報を受信しデータ記憶領域５４ｂに記憶する（ステップＳ
６７）。続いて、車載装置２の演算処理部５３は、受信した経路・案内情報を完全に受信
したかどうか判断する（ステップＳ６８）。つまり、情報センタ１との通信が切れて上記
した経路・案内情報が記憶されたかどうか判断する。そして、経路・案内情報がデータ記
憶領域５４ｂに記憶された場合（ステップＳ６８でＹＥＳ）、案内情報受信処理を終了し
メインルーチンに戻る。
【００５６】
メインルーチンに戻り、例えば、自動車が走行を開始すると、又は、入力部５５の案内開
始のスイッチを操作すると、車載装置２の演算処理部５３は、メモリ５４のデータ記憶領
域５４ｂに記憶されている経路案内データ７１に基づいて経路案内表示を開始する（ステ
ップＳ４０）。つまり、この時点から車載装置２による経路案内が開始される。
【００５７】
尚、メインルーチンの前記ステップ３３において、車載装置２側で自身の経路探索プログ
ラム６５を使って目的地までの経路・案内情報を取得する場合（ステップＳ３３でＮＯ）
、演算処理部５３は、経路探索プログラム６５を実行開始し（ステップＳ３７）、外部記
憶装置５８に記憶された各情報を使って目的地までの経路探索しその探索結果を取得する
ともに（ステップＳ３８）、案内情報抽出プログラム６６を実行させて所定道路長に相当
する範囲の経路・案内情報を作成してメモリ５４のデータ記憶領域５４ｂに記憶する（ス
テップＳ３９）。因みに、この場合には、予備経路・案内情報及び予備経路を除く残りの
残余経路に相当する範囲の残余経路・案内情報の作成は行わない。
【００５８】
そして、前記と同様に、自動車が走行を開始すると、又は、入力部５５の案内開始のスイ
ッチを操作すると、車載装置２の演算処理部５３は、メモリ５４のデータ記憶領域５４ｂ
に記憶した車載装置２が作成した経路・案内情報に経路案内表示を開始することになる（
ステップＳ４０）。
【００５９】
経路案内が開始されると、演算処理部５３は経路・案内情報を使って表示部５６の画面上
の現在位置を道路に沿って更新させていく（ステップＳ４１）。次に、演算処理部５３は
、経路・案内情報を更新するかどうか判定する（ステップＳ４２）。つまり、先に情報セ
ンタ１から受信した送信道路長に相当する範囲の経路・案内情報に基づいて案内表示をこ
のまま続行すると、現在位置が、案内表示されている経路が切れそれに続く経路が表示で
きなくなるため、常に一定の範囲の経路・案内情報が確保する必要がある。そこで、本実
施形態では、現在位置が先に受信した経路・案内情報の案内経路の終端から所定距離内に
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到達したかどうか判断し、その所定距離内に到達した時（ステップＳ４２でＹＥＳ）、経
路・案内情報の更新、即ち、その先にある新たな経路・案内情報を取得するため案内情報
更新要求処理を行う（ステップＳ４３）。尚、予め定めた距離走行したかどうかを判断し
、予め定めた距離だけ走行した時（ステップＳ４２でＹＥＳ）、案内情報更新要求処理を
行う（ステップＳ４３）ようにしてもよい。
【００６０】
案内情報更新要求処理は、図３のメインルーチンの破線で囲まれた前記したステップＳ３
３～ステップＳ３９の処理と同じ処理である。つまり、案内情報更新要求処理では、情報
センタ１から目的地までの経路・案内情報を取得するため、次の送信道路長に相当する範
囲の経路・案内情報、又は、予備経路・案内情報及び予備経路を除く残りの残余経路に相
当する範囲の残余経路・案内情報を取得することになる。
【００６１】
つまり、案内情報更新要求処理において、先の経路・案内情報の経路の終端が高速道路の
場合には、先に予備経路・案内情報が受信がされ、次に予備経路を除く残りの残余経路に
相当する範囲の残余経路・案内情報が受信される。
【００６２】
尚、経路案内を開始した時点では、案内経路の終端から所定距離内まで到達していないの
で、演算処理部５３は、案内対象を経路・案内情報（経路案内データ７１）から検索する
（ステップＳ４４）。そして、経路・案内情報（経路案内データ７１）から案内対象が検
索されたとき（ステップＳ４５でＮＯ）、該案内対象を表示部５６に出力して現在地に対
する案内を行う（ステップＳ４６）。
【００６３】
反対に、経路・案内情報から案内対象が検索されなかったとき（ステップＳ４５でＹＥＳ
）、演算処理部５３は、通信異常が発生していて情報センタ１との通信が切れているか判
断する（ステップＳ４７）。そして、通信異常でない場合（ステップＳ４７でＮＯ）、案
内対象がないとして案内対象を表示部５６に出力しない状態の現在地に対する案内を行う
（ステップＳ４６）。
【００６４】
続いて、演算処理部５３は、目的地に到着したか、又は、入力部５５の案内中止のスイッ
チが操作されたかどうか判断し（ステップＳ４８）、目的地に到着しないとともに、案内
中止のスイッチも操作されない場合（ステップＳ４８でＮＯ）、前記ステップＳ４１に戻
る。反対、目的地に到着又は案内中止のスイッチが操作された場合（ステップＳ４８でＹ
ＥＳ）、演算処理部５３は、経路案内を終了する。
【００６５】
すなわち、通信が切れてない場合には、以後、予め定めた距離だけ走行する毎に、ステッ
プＳ４３の案内情報更新要求処理において経路・案内情報の更新、即ち、その先の新たな
経路・案内情報を受信し経路案内データ７１として記憶しながら目的地までの経路案内を
行う。この時、車載装置２は、新たな経路・案内情報を受信する際、その新たな経路・案
内情報で表示される経路の終端が高速道路（有料道路）であってその終端から先の経路が
高速道路（有料道路）のときには、予備経路・案内情報を先に受信し経路案内データ７１
として記憶し、次に残りの残余経路・案内情報を受信し経路案内データ７１といて記憶す
るようになっている。
【００６６】
一方、通信異常が発生している場合（ステップＳ４７でＹＥＳ）、演算処理部５３は、メ
モリ５４のデータ記憶領域５４ｂに記憶した経路案内データ７１に基づいて案内する必要
があるかどうか判断する（ステップＳ４９）。ここで、現在位置が予備経路・案内情報を
使わないで本来の経路・案内情報（送信道路長に相当する範囲の経路・案内情報又は予備
経路を除く残りに経路に相当する範囲の経路・案内情報）に基づいて経路案内が十分に行
える場合（ステップＳ４９でＮＯ）、通信が切れている旨の警告を表示部５６に表示して
（ステップＳ５１）、前記ステップＳ４８に移る。
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【００６７】
従って、通信異常が発生している場合であっても、現在位置が本来の経路・案内情報のみ
を使って経路案内がされている状態の時には、車載装置２は、通信異常が発生している旨
を表示しながら、その本来の経路・案内情報に基づいて経路案内を行う。
【００６８】
ところで、ステップＳ４９において、現在位置を予備経路・案内情報に基づいて案内する
必要があると判断した場合（ステップＳ４９でＹＥＳ）、メモリ５４のデータ記憶領域５
４ｂに記憶されている予備経路・案内情報（経路案内データ７１）を使って、インターチ
ェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアまでの案内を行う予備経路案内処理を実行
する（ステップＳ５０）。
【００６９】
つまり、情報センタ１からの送信時間が長い送信道路長に相当する範囲の経路・案内情報
の送信中に情報センタ１との通信が切れたとき、その送信中の経路・案内情報はそれまで
に受信されていたものも含めて全て消失するため、メモリ５４のデータ記憶領域５４ｂに
記憶されている経路・案内情報に基づいて案内表示される経路の終端からその先の経路が
表示されなくなる。そこで、先の経路・案内情報の経路の終端が高速道路の時、送信時間
の短い予備経路・案内情報を予め先に送信させる。続いて、送信時間の長い予備経路を除
く残りの残余経路における残余経路・案内情報を送信させるようにしている。つまり、２
回に分けて、しかも、最初の経路案内データ７１（予備経路・案内情報）の送信時間を短
くしその送信期間に通信が切れる確率を低くさせ、少なくとも予備経路・案内情報だけは
確実に受信させるようにしている。
【００７０】
そこで、前記ステップＳ４９において、最初に受信された予備経路・案内情報が記憶され
ている場合に、現在位置をその予備経路・案内情報に基づいて案内する必要があると判断
した場合（ステップＳ４９でＹＥＳ）、メモリ５４のデータ記憶領域５４ｂに記憶されて
いるその予備経路・案内情報（経路案内データ７１）を使って予備経路案内処理を実行す
る（ステップＳ５０）。
【００７１】
図６は、サブルーチンで構成される予備経路案内処理を示すフローチャートである。図６
において、演算処理部５３は、位置計測部５２から現在位置情報を取得し（ステップＳ８
１）、その現在位置情報からメモリ５４のデータ記憶領域５４ｂに記憶されている予備経
路・案内情報の中からインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアの地点情
報を読み出す（ステップＳ８２）。続いて、演算処理部５３は、現在位置情報とこのイン
ターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアの地点情報とを比較し、現在位置が
インターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアの地点を通過（即ち、到着）し
たどうか判断する（ステップＳ８３）。
【００７２】
そして、現在位置がインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアの地点にい
まだ到着しない場合（ステップＳ８３でＮＯ）、予備経路・案内情報を使って経路案内を
行いメインルーチンのステップＳ５１に移る。従って、高速道路（有料道路）を走行中、
経路・案内情報に基づいて案内表示されるその高速道路の終端のその先の高速道路が表示
されなくなった時、予備経路・案内情報を使って、その高速道路の終端から先の最も近い
位置のインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアに到着するまでの経路案
内が可能となる。
【００７３】
つまり、高速道路（有料道路）が新設の道路であって、車載装置２に搭載した外部記憶装
置５８にその新設の高速道路（有料道路）のデータが記憶されていない。そして、経路・
案内情報に基づいて案内表示されるその新設の高速道路の終端のその先の新設の高速道路
が表示されない状態で車の現在位置が画面上に表示されるといった不適切な経路案内がな
される。そこで、車載装置２の外部記憶装置５８に記憶された一般道路につながるその新
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設の高速道路（有料道路）のインターチェンジまでの経路（予備経路）を画面上で案内さ
せることで、通信が切れて情報センタ１から経路・案内が取得できず、経路案内が不能に
なっても、車載装置２側で経路案内できる位置まで車を案内させることができる。
【００７４】
そして、現在位置がインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアの地点に到
着すると場合（ステップＳ８３でＮＯ）、演算処理部５３は、最も近い位置のインターチ
ェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアに到着したとして予備経路・案内情報を初
期化して（ステップＳ８４）、予備経路・案内情報を使っての経路案内を終了しメインル
ーチンのステップＳ５１に移る。
【００７５】
従って、情報センタ１との通信が切れて予備経路を除く残りの残余経路の残余経路・案内
情報がいまだ受信されない状態で、例えば、インターチェンジに到着した時には、車載装
置２は、自身の経路探索プログラム６５及び案内情報抽出プログラム６６を実行させて外
部記憶装置５８に記憶された各情報を使って経路探索を行えば該インターチェンジから目
的地までの経路案内を行う。又、サービスエリア又はパーキングエリアに到着した時には
、情報センタ１との間での通信が回復するまでサービスエリア又はパーキングエリアにお
いて待機することができる。
【００７６】
次に、上記のように構成した通信型のカーナビゲーションシステムの特徴を以下に記載す
る。
（１）本実施形態では、先の経路・案内情報の経路の終端が高速道路の時、送信時間の短
い予備経路・案内情報を予め先に送信させた後、送信時間の長い予備経路を除く残りの残
余経路における残余経路・案内情報を送信させるようにした。つまり、２回に分けて、し
かも、最初に送信時間を短い予備経路・案内情報を送信して、その短い送信期間に通信が
切れる確率を低くさせるようにした。従って、車載装置２は通信が切れる確率が非常に低
い状態で予備経路・案内情報を受信することができる。
【００７７】
（２）本実施形態では、２回に分けて、しかも、最初に送信時間を短い予備経路・案内情
報を受信するようにしたので、従来のように情報センタ１との通信が切れた状態が続き、
経路・案内情報に基づいて案内表示される経路の終端の道路が高速道路（有料道路）であ
ってその終端からその先の経路が表示されなくなっても、予備経路・案内情報を使って、
経路の終端から先の最も近い位置のインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエ
リアまでの予備経路案内が行えるようにした。
【００７８】
つまり、走行中、経路・案内情報に基づいて案内表示されるその高速道路の終端のその先
の高速道路が表示されなくなった時、予備経路・案内情報を使って、その終端位置から先
の最も近い位置のインターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアに到着するま
での経路（予備経路）が表示案内される。
【００７９】
従って、終端位置の高速道路（有料道路）が新設の道路であって、車載装置２に搭載した
外部記憶装置５８にその新設の高速道路（有料道路）のデータが記憶されていない場合、
車載装置２側で作成される経路・案内情報に基づいて案内表示しても、その新設の高速道
路の終端からその先の新設の高速道路が表示されない状態で車の現在位置が画面上に表示
されるといった不適切な経路案内を回避することができる。
【００８０】
（３）しかも、本実施形態では、インターチェンジまでの予備経路が案内された場合には
、そのインターチェンジは車載装置２の外部記憶装置５８に記憶された一般道路に繋がっ
ているので、通信障害で情報センタ１から経路・案内が取得できず経路案内が不能になっ
ても、そのインターチェンジから車載側において、外部記憶装置５８を利用して経路探索
及び案内情報抽出プログラム６５，６６を実行させて適切に一般道路を使った目的地まで
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の経路案内をすることができる。
【００８１】
（４）又、本実施形態では、インターチェンジより前にサービスエリア又はパーキングエ
リアがある場合、そのサービスエリア又はパーキングエリアまでの予備経路を案内するよ
うにした。この場合には、該サービスエリア又はパーキングエリアにおいて情報センタ１
との間での通信が回復するまで回避させることができる。
【００８２】
尚、本発明の実施形態は、以下のように変更してもよい。
○上記実施形態では、インターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリアのうち最
も終端位置から近いいずれか１つの地点の予備経路・案内情報を作成したが、サービスエ
リア又はパーキングエリアの予備経路・案内情報を作成しないで、終端位置から最も近い
インターチェンジチェンジまでの予備経路・案内情報だけを作成するように実施してもよ
い。反対に、インターチェンジまでの予備経路・案内情報を作成しないで、終端位置から
最も近いサービスエリア又はパーキングエリアまでの予備経路・案内情報だけを作成する
ように実施してもよい。
【００８３】
さらに、終端位置から最も近いインターチェンジチェンジまでの予備経路・案内情報と、
終端位置から最も近いサービスエリア又はパーキングエリアまでの予備経路・案内情報の
両方を作成するように実施してもよい。
【００８４】
○上記実施形態では、車載装置２から送信道路長を情報センタ１に送信して、情報センタ
１側でその送信道路長に基づいて１回に送信する道路長の経路・案内情報を作成した。こ
れを、情報センタ１側が送信する道路長を決定し１回に送信する道路長の経路・案内情報
を作成し車載装置２に送信するようにしてもよい。
【００８５】
○上記実施形態では、通信異常が発生した場合、自動的に予備経路・案内情報を利用して
経路案内するようにしたが、これを予備経路・案内情報を利用して経路案内を行うかどう
かをユーザに入力部５５のスイッチを使って選択させるようにしてもよい。
【００８６】
○上記実施形態では、回避位置を高速道路（有料道路）のインターチェンジ、サービスエ
リア又はパーキングエリアであったが、これを多層有料道路の場合、その多層道路の上層
を回避位置としてもよい。この場合、経路探索用データ３０ａの道路に関するデータにそ
の多層道路の上層情報が記憶されている必要がある。
【００８７】
【発明の効果】
請求項１～５に記載の発明によれば、情報配信センタと車両側経路案内装置との間で通信
が切れ、経路・案内情報に基づいて案内表示される経路の終端の道路が有料道路（高速道
路）であってその終端からその先の経路が表示されなくなった時、予備経路・案内情報を
使って、経路の終端から先の回避位置までの予備経路案内を行うようにしたので、終端位
置の有料道路（高速道路）が新設の道路であって、車両側経路案内装置に搭載した道路デ
ータ記憶手段にその新設の有料道路のデータが記憶されていない場合、車両側経路案内装
置側で作成される経路・案内情報に基づいて案内表示しても、その新設の有料道路（高速
道路）の終端からその先の新設の有料道路が表示されない状態で車の現在位置が画面上に
表示されるといった不適切な経路案内を回避することができる。
【００８８】
加えて、請求項２に記載の発明によれば、終端位置の有料道路が例えば新設の道路であっ
ても、車両用経路案内装置は道路データ記憶手段にその新設の高速道路のデータが記憶さ
れていない場合、車両用経路案内装置側で作成される経路・案内情報に基づいて案内表示
しても、その新設の高速道路の終端からその先の新設の高速道路が表示されない状態で車
の現在位置が画面上に表示されるといった不適切な経路案内を回避することができる。
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【００８９】
加えて、請求項３及び４に記載の発明によれば、その先にある有料道路の回避位置は、終
端位置からその先の最も近い位置ある回避位置（インターチェンジ、サービスエリア、パ
ーキングエリア）であるので、速く回避位置に到達し通信が回復するまで待機することが
できる。
【００９０】
請求項６～９に記載の発明によれば、情報配信センタは、送信する経路・案内情報の経路
の終端が有料道路である時、その終端位置からその先にある有料道路の回避位置までの予
備経路案内情報を作成し経路案内情報と予備経路案内情報をあわせて車両用経路案内装置
へ送信するようにしたので、車両側経路案内装置との間で通信が切れた場合でも、車両用
経路案内装置に対してその有料道路の終端からその先の新設の有料道路（高速道路）が表
示されない状態で車の現在位置が画面上に表示されるといった不適切な経路案内を回避さ
せることができる。
【００９１】
加えて、請求項７及び８に記載の発明によれば、その先にある有料道路の回避位置は、終
端位置からその先の最も近い位置ある回避位置であるので、速く回避位置に到達し通信が
回復するまで待機させることができる。
【００９２】
請求項１０及び１１に記載の発明は、情報配信センタから受信した所定道路長分の経路案
内情報とその経路案内情報の案内経路の終端が有料道路である時にその終端位置からその
先にある有料道路の回避位置までを案内する予備経路案内情報とを受信し、その経路案内
情報及び予備経路案内情報を経路案内情報記憶手段に記憶し経路案内手段にて経路案内さ
せるようにしたので、情報配信センタとの間で通信が切れた場合でも、車両用経路案内装
置はその有料道路（高速道路）の終端からその先の有料道路が表示されない状態で車の現
在位置が画面上に表示されるといった不適切な経路案内を回避した案内をすることができ
る。
【００９３】
加えて、請求項１１に記載の発明によれば、終端位置の有料道路（高速道路）が例えば新
設の道路であっても、車両用経路案内装置は道路データ記憶手段にその新設の高速道路の
データが記憶されていない場合、車両用経路案内装置側で作成される経路・案内情報に基
づいて案内表示しても、その新設の高速道路の終端からその先の新設の高速道路が表示さ
れない状態で車の現在位置が画面上に表示されるといった不適切な経路案内を回避するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施形態のカーナビゲーションシステムを説明するシステム構成図である。
【図２】　情報センタにおける経路探索・案内情報送信処理動作を説明するフローチャー
トである。
【図３】　車載装置におけるリクエスト・経路案内処理動作を説明するフローチャートで
ある。
【図４】　同じく、車載装置におけるリクエスト・経路案内処理動作を説明するフローチ
ャートである。
【図５】　車載装置における案内情報受信処理動作を説明するフローチャートである。
【図６】　車載装置における予備経路案内処理動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
１…情報配信センタ
２…車両用経路案内装置としての車載装置
１０…送受信部
２０…探索手段、予備経路案内情報作成手段、残余経路案内情報作成手段としての演算処
理部
２１…ＣＰＵ
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２２…メモリ
２２ａ…経路探索プログラム
２２ｂ…道路長設定処理プログラム
２２ｃ…案内情報抽出プログラム
２２ｄ…予備経路作成プログラム
２２ｅ…システム制御プログラム
３０…データベース
３０ａ…経路探索用データ
３０ｂ…案内データ
４０…外部情報収集部
５１…送受信部
５２…位置計測部
５３…経路案内手段、経路探索手段，経路案内情報作成手段としての演算処理部
５４…経路案内情報記憶手段としてのメモリ
５５…入力部
５６…表示部
５８…道路データ記憶手段としての外部記憶装置
６１…経路案内プログラム
６２…データリクエストプログラム
６３…制御プログラム
６４…予備経路リクエストプログラム
６５…経路探索プログラム
６６…案内情報抽出プログラム
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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